
 

別紙 

 

令和５年度がん検診受診率向上に向けた集中キャンペーン月間実施要領 

 

１  趣 旨 

  がんは、昭和５６年より我が国の死因の第１位であり、令和４年には年間約３

９万人が亡くなっており、今後とも、人口の高齢化に伴い死亡者数の増加が見込

まれている。 

 がんによる死亡者数を減少させるためには、早期発見・早期治療が重要である

ことから、がん対策基本法（平成１８年法律第９８号）第１４条においては、国

及び地方公共団体は、がん検診の受診率の向上に資するよう、がん検診に関する

普及啓発その他の必要な施策を講ずるものと定められている。 

 「がん検診受診率６０％以上」を目標に掲げ、その達成に向けての取組を進め

ている。 

この目標を達成するため、国、地方自治体、企業、関係団体等が連携・協力し

て、普及啓発活動やイベントの開催等を行うことで、官民一丸となって全力で取

り組むことが重要である。 

 このため、毎年１０月を「がん検診受診率向上に向けた集中キャンペーン月間」

と定め、この期間中にがん検診への関心を国民に深めていただくとともに、官民

一体となったがん対策への取組の意識を高めることとするものである。 

 

２  主 催 

 厚生労働省、都道府県、公益財団法人日本対がん協会（予定） 

 

３  後 援（予定） 

 公益社団法人日本医師会、公益社団法人日本看護協会、全国健康保険協会、健

康保険組合連合会、全国社会保険労務士会連合会 

 

４  実施期間 

   令和５年１０月１日(日)から１０月３１日(火)まで 

 

５  重点目標 

  がん検診受診率の向上を図るため、国民一人一人ががん検診の必要性を認識し、

検診を受診するという行動に繋げるための施策を実施するなど、がん対策の取組

を集中的に展開する。 

 



 

６  ロゴマーク、キャラクター、キャッチフレーズ、ポスター 

別添１～４のとおり 

 

７  実施行事等（例） 

（１）キャンペーン月間の周知（各主催団体） 

     キャンペーン月間のポスターを作成し、関係各機関へ配布するほか、電車・

バス内での広告、懸垂幕、電光掲示板等により国民に対してキャンペーン月間

の周知を図る。 

（２）資料の配布（各主催団体） 

      がん検診に対する関心を高めるため、関係各機関等にがん検診に関するパン

フレット、リーフレット等を配布する。 

（３）イベントの開催（各主催団体） 

      がん検診の受診促進のため、関係団体を中心とした地域連携の拡充強化を図

るとともに、各地において講演会、講習会、パネル展等を開催する。 

（４）その他 

      上記のほか、各地域で本キャンペーンの趣旨に沿った行事等を行う。 

 


